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ご 連 絡 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

１ さて、当機構が、貴事務所に 2024 年 1月 17 日付で「貴法人の福岡市営地下鉄の広告

表示に関するお問い合わせ」（消費者支援機構福岡発 2023-031 号、以下「お問い合せ」

という。）を送付し、同文書は、2024 年 1 月 18 日に貴事務所に送達されています。とこ

ろが、貴事務所は、お問い合わせに対して何らの回答を行っていません。 

 他方、貴事務所は、貴事務所が当時掲載していた広告について、福岡市営地下鉄との

間では、2024 年 3月 31 日まで掲載予定であったところ、これをお問い合わせ送達直後と

考えられる 1月 25 日にその内容を変更されています。この点について、当機構は、この

貴事務所の広告内容の変更は、当機構がお問い合わせで指摘した不当景品類及び不当表

示防止法（以下、「景品表示法」という。）５条１項に該当する点を、自認されたもの

と理解しております。ところが、貴事務所は、当機構からのお問い合わせそれ自体には、

何らの回答をせず、現在まで黙殺されております。 

２ 当機構は、貴事務所が、お問い合わせに対して何らの回答をなされていないこと、更

に、お問い合わせで指摘した景品表示法５条１項違反の広告を貴事務所のＨＰには掲載

を続けていることから、景品表示法３０条１項により、裁判手続で「当該行為の停止若

しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の

当該行為の停止若しくは予防に必要な措置」を求めるべく、2024 年 2月 21日に「消費者

契約法４１条１項に基づく事前差止請求書」（消費者支援機構福岡発 2024-034 号、以下

「法４１条書面」という。）を送付しました。法４１条書面は、同月 22日に貴事務所に

送達されています。よって、当機構は、同日から７日経過後には景品表示法３０条１項

による請求が可能となっています。 
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 貴事務所から、2024 年 2 月 28 日付で「ご連絡」と題するファクシミリが送付されてお

り、４１条書面の内容については検討中であるとのこと、広告の一部は既に掲載を取り

やめているものもあるとの連絡がなされています。しかし、当機構としては、上述のお

問い合わせに対する貴事務所の対応等をあわせ考えると、景品表示法３０条１項による

裁判手続を執ることが必要であるとの判断を維持しております。 

３ 以上のとおり、当機構の貴事務所からの「ご連絡」に対する見解をお伝え致します。 

敬具 


